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建設局総務部職員課長以下、市職建設局支部長以下との本交渉 

 

令和８年３月 26 日  大阪市職員労働組合建設局支部との本交渉（議事録） 

 

【業務執行体制にかかわる勤務労働条件の確保および労働安全衛生・職場環境改

善に関する申し入れについて】 

 

（局） 

 それでは、令和８年度業務執行体制にかかわる勤務労働条件の確保

及び労働安全衛生・職場環境改善に関する申し入れに対する回答をす

る。 

昨年 12 月 23 日に申し入れのありました、令和８年度業務執行体制

にかかわる勤務労働条件の確保及び労働安全衛生・職場環境改善に関

する課題につきましては、関係先と精力的に論議を重ね、鋭意検討し

てまいったところである。 

 業務執行体制にかかる勤務労働条件の確保について、先の団体交渉

でも申し上げましたように、事務事業の再構築にかかる施策の企画・

立案、それに対応する業務執行体制の改編などの管理運営事項につい

ては、職制が自らの判断と責任において行っていく。しかしながら、

勤務労働条件に大きく変更が生じる事象が発生する場合については、

交渉事項として誠意をもって対応していきたいと考えている。 

 そのうえで、申し入れ項目に対しては、令和７年度については、万

博開催期間中に円滑な万博来場者輸送と都市活動の両立をめざすため、

一般交通の抑制や分散、平準化を目的とした TDM の取組が実施され

た。建設局でも、開催期間中の混雑緩和を目的に、ATC 庁舎へ通勤す

る職員を対象とした通勤削減の取組を実施するにあたり、勤務労働条

件の変更について事前に必要な情報提供及び協議をした。 

令和８年度についても、職員が安心して働き続けられるように、若

手職員と管理職の積極的なコミュニケーションを実施する等、職員が

働きやすく、風通しのよい職場を目指して取り組んでいく。 

 大規模災害や感染症に伴う対応、被災地派遣、働き方改革推進によ

る勤怠制度の改正など、勤務労働条件に影響を及ぼす場合については、

適切に協議していくとともに、必要な情報提供をしていく。 

次に、労働安全衛生については、職員の安全と健康を確保し、さま

ざまな職場で働く職員が働きやすい環境を整備することは、業務の効

率的な推進や市民サービスの充実にも資することにつながることから、

重要な課題と認識しているところである。 

今後とも職員の健康と安全は、すべての仕事の基本であるという認

識の上にたちまして、職員の健康の保持及び公務災害の防止に向けた
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取組みを進めていくことを考えている。 

それでは、各項目について回答する。 

「労働安全衛生・職場環境改善に関する申し入れ」の１点目と２点目

であるが、建設局では法令に基づくほか、独自の規定を定め、労働安

全衛生にかかる各管理者等を適正に配置する等、安全衛生管理体制の

充実強化を図っている。 

また、免許が必要な衛生管理者については、人事異動等により不在

とならないよう、複数配置に努めている。 

なお、安全管理者・衛生管理者の選任にあたっては、当該所属長等

から十分な説明等を行い、本人の同意を得ることとしている。 

産業医・安全管理者等による職場巡視については、各職場安全衛生

委員会において、職場実態に応じたチェックリスト等を作成のうえ巡

視を行っており、巡視結果を各職場安全衛生委員会へ報告のうえ、産

業医の意見を聴取するなど、安全及び衛生に関する取組みを行ってお

り、引き続き働きやすい職場環境の形成に努めていく。 

３点目につきましては、人事異動等により新たに危険作業等に従事

させる職員に対して、安全衛生にかかる技能講習や特別教育等を早期

に受講させ、安全教育の徹底に努めていく。 

また、必要となる保護具の配置や、器具の取扱いについても、周

知・徹底していく。 

４点目の時間外勤務の縮減等に関しては、職員の健康保持、増進及

びワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、日常的に業務の進行

管理を十分に行うよう努めてきた。 

さらに、業務終了後は速やかに退庁するような職場環境の醸成に努

め、サービス残業に繋がりかねない私事在館の解消や、時間外勤務・

休日勤務を命ずる場合の必要性の精査を徹底するなど、時間外勤務を

最小限にとどめるよう、縮減に向けた取組みを行ってきた。 

また、長時間勤務職員に対しては、職員自身が疲労の蓄積をセルフ

チェックする「疲労蓄積度自己チェック票」を実施しており、令和７

年４月から令和８年２月までの期間の自己チェック票の実施者、延べ

16 名のうち、疲労の蓄積が認められた職員などに対しては、産業医の

面談を実施し適切な指導を行うなど、職員の健康管理に努めてきた。 

今後も引き続き「時間外勤務の縮減にかかる指針」に基づき時間外

勤務命令の適正化・退庁しやすい職場環境の確保を推進するなど、時

間外勤務の縮減に努めていく。 

５点目の派遣先での職員の労働環境などについては、派遣先となる

クリアウォーターOSAKA（株）、または地方独立行政法人天王寺動

物園が事業主責任において対応すべき事項となるが、本市においても
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職員の派遣元としての責任はあると考えており、派遣職員の労働安全

衛生や職場環境が確保されるよう、派遣先団体に対して適切な指導を

行っていく。 

また、災害支援として長期派遣している職員に対する健康管理やメ 

ンタルヘルス対策については、派遣先との協定書において、勤務状況、

健康状況等については毎月、報告を受けることになっている。また派

遣に際しては、派遣者本人に対しても、十分な説明を行っている。 

また、派遣職員及びその管理監督者に対して「災害時における健康

マニュアル」の周知を行い、派遣元の所属においても、定期的に連絡

をとり、健康状態の確認などメンタルヘルスケアを行うとともに、派

遣職員の勤務時間を把握し、長時間勤務職員に対する健康障害防止対

策についても対応しているところである。 

引き続き、管理監督者と情報共有し、職員のメンタルヘルス対策に 

ついて適切に対応していく。 

６点目の職員の被服については、今後も制度等の見直しが必要とな

った場合には、適宜、協議等を行っていくことを考えているので、よ

ろしくお願いする。 

７点目と８点目については、職場内におけるミーティングなどによ

り、コミュニケーションの活性化を図り、情報共有等に努めるととも

に、常日頃から上司部下、職員間での連携を心がけ、さらに業務の進

行管理や状況に応じた業務分担の見直しを行うことで、年次有給休暇

等を取得しやすく風通しの良い職場環境づくりに取り組んでいく。 

９点目、10 点目については、快適な職場環境の形成を図ることは、

作業の効率化や職場の活性化にも資するものと考えている。 

今後も各職場の庁舎管理者とも連携しながら、職場環境における問

題点の把握に努め、問題点等が生じた場合には、その改善に努めるよ

う指導していくことを考えている。業務上必要となる書類などの保管

スペースについては、文書の適正な管理と併せて必要なスペースの確

保に努めていく。 

11 点目である建物等に使用されているアスベストについては、建築

基準法第 12 条点検によるほか、「市設建築物のアスベスト含有吹付け

材等に係る維持管理基準」に基づく維持管理を行うとともに、「アス

ベスト管理マニュアル（下水道施設編）」を運用し、毎年１回、目視

点検や室内の空気環境測定を行い、その結果を管理台帳に記録・保管

するなど今後も建設局が所管する下水道施設におけるアスベスト含有

建材・製品等の継続的な状態監視を行うなど、より一層アスベスト飛

散防止に努めていく。 

12 点目の熱中症対策については、本年も熱中症予防対策の取り組み
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として、職場安全衛生委員会委員等を対象に「熱中症予防対策セミナ

ー」を開催し、熱中症の症状等の基礎知識はもとより、労働安全衛生

規則の改正概要や趣旨についても講義を受け、予防対策や対処方法等

について知識の習得並びに向上を図った。また各職場へは、「熱中症

の予防対策の義務化について」を送付し、熱中症による健康障害の疑

いがある者の早期発見や重篤化を防ぐため、「報告体制の整備」、

「実施手順の作成」、「関係者への周知」が必要であることを周知し、

実施手順書については、サンプルを作成し活用を促した。引き続き、

作業環境管理や作業前、作業中の体調管理を十分行うなど、作業実態

に応じた予防対策を実施するよう周知徹底を図ってきた。しかしなが

ら、今年度においても、熱中症による公務災害が発生しており、熱中

症対策として注意喚起や意識啓発の取り組みを強化するとともに、来

年度に向けて、熱中症による重篤な労働災害を未然に防止するべく、

効果的な対策等について、支部のご意見ももらいつつ、関係先との協

議や取り組みを進めていく。 

今後も引き続き、これらの対策が確実に履行されるよう、局全体で

取組みを推進していくのでよろしくお願いする。 

以上で、「令和８年度業務執行体制にかかわる勤務労働条件の確保」

および「労働安全衛生・職場環境改善」に関する申し入れの回答とす

る。 

 

（支部） 

「2026 年度業務執行体制にかかわる勤務労働条件の確保及び労働安

全衛生・職場環境改善に関する申し入れ」について、当局から回答が

あったが、支部の基本的な考え方としては、この間も変わっておらず、

職場で働く職員の「勤務労働条件の確保」を行うためには、業務執行

体制が密接に関わると考えているため、条例を盾に、管理運営事項で

行うということ自体が遺憾であることを述べる。 

そのうえで、申入れた内容の回答について、いくつか局の考え方を

確認したいため、書記長より質す。 

「業務執行体制にかかわる勤務労働条件の確保」について、まず質

問する。 

１点目として、支部で実施した職場環境調査の結果、多くの組合員

から年度途中退職者や休職者が多く出る一方で、事業量が増加し続け

る中、来年度も一人あたりの負担が増加するのではと不安の声が上が

っている。改めて 2026 年度の業務量に対して、職員の勤務労働条件

が確保されるのか局として見解を求める。 
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２点目として、申し入れ５点目の項目である、超過勤務命令者が課

長代理級となっていることに対して、改めて局としての考え方を求め

る。 

３点目として、若手職員や局事業の基軸を担う中堅職員が本市を退

職し近隣都市へ流出する事象が連年に渡り生じており、本年度につい

ても２月末時点で退職者が 14 人おり、そのうち技術職は 13 人と多く

の退職者が発生している。一方で 2026 年度の技術職の採用数は厳し

い状況であると認識しており、2026 年度の業務量に見合った要員配置

が出来ているのか疑問を呈する。 

今年度退職者数が補充されるのか局としての見解を求める。併せ

て、ここまで多くの職員が退職することに対して局としてどのような

認識をお持ちか、退職者が建設局に多いことや他都市へ流出していく

ことに対し、どのように分析し、今後対応していくのかお聞かせ願い

たい。 

４点目として、能登派遣について、今年度で派遣が終了となってい

たが、来年度についても派遣が継続されると聞いている。派遣の継続

及び今後の見通しなどをお聞かせ願いたい。 

また、職員を派遣することによって要員に影響がないのかお聞かせ

ねがいたい。 

続いて、「労働安全衛生・職場環境改善」に関して質す。 

１点目として、先ほどの業務執行体制と重なるところでもあるが、

２月末時点で月 45 時間超の時間外勤務が５回に及んでいる職員が 12

名おり、すでに６回に及んでいる職員も 2 名いる。 

組合員からは、年度途中での欠員発生による業務量負担の増加や経

験数の浅い職員が大規模事業を担うことにより難しい行政判断が求め

られる際、スピード感持った対応が出来ない状況となるなど、適正な

要員配置となっていない等の声が上がっている。このため、超過勤務

の増加、休暇の取得がしにくい状況になっているのではないかとも考

えうる。 

このような状況下において職員の健康保持の観点からもどのよう

に、次年度以降も時間外勤務の縮減並びに、休暇取得の促進に取り組

もうとされているかお聞かせ願いたい。 

２点目として、ノー残業デーの振替えについて、時間外勤務が常態

化する職場ではノー残業デーの振替えが履行できていない職場がある

のではないかと危惧される。また、所属長及び管理職員の責務とし

て、令和２年１月６日に改正された「時間外勤務の縮減にかかる指

針」の中でも履行確認までは記載されていないが、職員の健康保持ま

たワーク・ライフ・バランスの観点からも管理職の責務としてどのよ
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うに考えられているのか、また、履行確認についてはどのように行わ

れているかお聞かせ願いたい。 

 

（局） 

業務執行体制にかかわる勤務労働条件の確保について、１点目、３

点目、４点目については、管理運営事項であり、職制が自らの判断と

責任において行う事項である。しかしながら、この間における退職者

数は厳しい状況であることは認識している。このような状況の中、職

場内の上司部下間のコミュニケーションの活性化を図るなど、引き続

き適切な業務執行が行えるような方策を検討し、取り組んでいく。 

なお、能登半島への派遣については、被災地及び総務省からインフ

ラの整備や、被災した町民生活の回復など、復興に向けた取り組みに

伴う膨大な業務に対応するため令和８年度においても引き続きの応援

依頼があったところである。 

２点目については、管理監督者である課長代理が部下職員の業務時

間を管理することについては、特に問題ないと考えている。 

続いて、「労働安全衛生・職場環境改善」について、次年度におけ

る時間外勤務の縮減の取組みは、業務繁忙等により必要性のある職場

について、設計支援業務委託の実施や会計年度任用職員を導入するな

どの取組みを継続して、推進していく。長時間にわたる時間外勤務

は、職員の健康保持・増進に悪影響を及ぼすばかりでなく、ワーク・

ライフ・バランスにも支障があることから、日常的に効率的な業務の

進行管理に十分に努め、業務の状況に応じて業務分担を変更するなど

業務の平準化を図り、時間外勤務を必要最小限にとどめるよう、職員

の時間外勤務の状況の把握とあわせて、引き続き、縮減に向けた取組

みを行っていく。 

次に休暇取得の促進については、業務効率向上にも資することか

ら、管理職員が率先して、ワーク・ライフ・バランスを実践し、休暇

等を取得しやすい職場の雰囲気作りに取り組んでいくなどし、職員の

年次休暇の取得を推進していく。 

ノー残業デーの振替えについては、当該所属より報告をもらうこと

で振替日の確認を行っており、業務に支障のない範囲で振替えてもら

いたい。また、振替えの確認についても、責任をもって対応するよ

う、管理職員に対して周知し、適切に対応するよう取り組んでいく。 

 

（支部） 
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１点目について、建設局の年度途中退職者は他局に比べても非常に

多く、また、若年層・中堅層職員が連年にわたり多数退職していくこ

とは異常事態である。特に技術職においては、今年度退職者の半数以

上が他都市へ流出している状況である。管理職の責務として、退職者

へヒアリングを行うなど、原因分析に努め、次年度に繋がるとりくみ

を実施するよう要請する。また、検討した方策については、適宜、情

報共有するよう求める。 

２点目について、昨年１月の埼玉県八潮市の下水道の老朽化による

道路陥没事故に象徴されるように、老朽化・高齢化する資本を堅持し

ていく社会的要請がこれまで以上に高まっている。本市においても、

多くの施設が耐用年数を超える状況にあり、加速的に改築修繕等の業

務量が増える中で、先日に起きた北部方面管理事務所管内の下水道工

事による事故対応など踏まえると「非常時」でも耐えうる業務執行体

制とは言い難いものである。申し入れでも伝えているが、引き続き業

務の選択と集中や各事務業務の専門性を考慮した適正な職種配置を十

分に検討した上で、かつ不測の事態でも対応出来る体制づくりが重要

であるため、要員について十分に精査をするよう、要請する。 

また、事業執行を円滑に進めるためには、人材育成が不可欠であ

り、OJT をはじめ、様々な研修を実施するために余裕を持った人員の

確保を実施することとともに計画的な人事異動・人員配置を管理職の

マネジメントとして取り組むことが重要と認識している。改めて、管

理監督者の責務としてバランスのよい人員配置や人事異動による円滑

な業務執行が行われるよう、強く要請する。 

 ３点目について、課長代理級職員が超過勤務等の命令権者となって

いる事ことについて、職務職責上問題ないと回答されているが、働き

方改革関連法案により 36 協定職場以外についても時間外勤務の上限

が設定されている中で、課長代理職員が『管理監督者』として 36 協

定や市規則の違反を問われ懲戒処分の対象となるため、その職責は重

要となっている。 

また、人事評価の２次評価者になっていることも含め、職務職責上

問題があると考えており、全市的な内容でもあるため、本部に要請を

行っている事も併せて申し上げておく。 

４点目について、時間外勤務に関して、次年度についてはより適正

な体制のもとに業務が進められると考えているが、年々増加する耐用

年数を超える老朽化施設への対応もあり、明らかに業務量が増加して

いると言わざるを得ない状況であり、組合員の不安は募るばかりであ

る。管理職の責務として、組織マネジメントによる、時間外勤務命令

申請時に組合員へ業務の進捗状況などの意見交換等を行うことによ
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り、時間外労働の要否を確認するなど、業務の結果だけを求めるので

はなく、ひとりひとりの業務の進め方などにも関心を持ち、管理職と

しての指導力を発揮した業務進捗のマネジメントを行うことで、より

一層の時間外労働の管理・縮減に取り組んでいただきたい。 

５点目として、申し入れでもお伝えしているが、今年度のレイアウ

ト変更に際し、組合員から直近での移動を通達されたことによる戸惑

いや移転後の電話回線の不備など、業務に支障が生じていたと報告が

あったが、執務室のレイアウト変更は組合員の職場環境に関わる重要

事項と認識しているところであり、引き続き、レイアウトの変更にあ

たっては、管理職の責務として所属組合員に対し丁寧な説明とともに

繁忙期を避けるなど工夫した対応を行うこと。また、従来の職場環境

保持を基本に進めるとともに、庁舎内のスペースを効率的・効果的に

活用し、必要に応じて会議室、打ち合わせスペースや執務室について

は新たに確保することも検討すうよう要請する。 

６点目として、ATC 庁舎へ移転して 10 年以上が経過しており、庁

舎内のメンテナンスが今後増加していくことが予測される。職場環境

調査でも、組合員より、エアコンや空気清浄機などの換気設備につい

て不具合が出ているなどの要望が出ている。快適な職場環境の実現を

通じて職場における職員の安全と健康を確保していくことは、職員が

安心して働くという観点からも、市側が責任を持って改善していくこ

とは大変重要と考えている。また、すべての老朽化した施設、設備の

保守・点検の徹底など、職員が安心して利用しやすい庁舎への改善に

向け市側の責任ある対応を要請する。 

７点目として、石川県能登半島地震への災害支援に従事している現

地組合員とコミュニケーションを図りながら、健康管理を徹底するな

ど、管理職の責務としてマネジメントすること。 

８点目として、クリアウォーターOSAKA 株式会社や地方独立行政

法人天王寺動物園等へ派遣されている職員の労働安全衛生や職場環境

が確保されるよう引き続き指導すること。 

９点目として、次年度において、組織改編等により、工営所・公園

事務所をはじめとして職場環境が大きく変化することが生じた場合は、

業務遂行をする上で必要な情報については、関係職場内で情報共有を

行うことにより組合員が安心して働ける職場環境づくりを実践し、勤

務労働条件に影響を及ぼす場合は時期を逸することなく交渉協議を行

うこと。 

なお、３月 25 日に本部交渉が行われているが、回答内容については、

当支部に直結する課題であることから、その趣旨を踏まえた対応を行

うこと。 
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最後になるが、昨年度と同様の事象として、36 協定職場外となる、

例外規定を除いた時間外勤務が、労働基準法に定める２か月ないし６

か月平均で 80 時間を超える事象が今年度も発生したことは非常に遺憾

であり、組合員の健康上の観点からも問題であると認識している。 

また、年度途中での欠員、超過勤務の増加、メンタル不全による休

職等が起こらないように最大限の努力を行い、職制責任として、「や

りがいが持てる職場環境や勤務労働条件の確保ができる職場」となる

ように鋭意努力を行うこと。併せて、職員の勤務労働条件に影響を及

ぼすような事象が生じる場合は迅速に誠意ある対応を行う事を強く要

請し本日の交渉を終えることとする。 

 

（局） 

本日、頂きましたご意見も含めて、今後、労働安全衛生等にかかる

課題が生じた場合には、適宜、事務折衝等の場において協議を行いた

いと考えていますので、よろしくお願いする。 

それでは、以上で終了する。 


